
ひょうご北摂ブランディング紙面媒体活用広報業務企画提案コンペ

実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、兵庫県阪神北地域ツーリズム振興協議会（以下、「協議会」とい

う。）が紙面媒体を活用しひょうご北摂の魅力的なスポットなど良好なイメージを発

信し、地域への来訪者増加を図る「ひょうご北摂ブランディング紙面媒体活用広報業

務」を事業委託するための企画提案コンペ（以下、「コンペ」という。）の実施に関し

て必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

（１）応募者 コンペに応募した者をいう。

（２）当選者 応募者の中から業務の委託予定者に決定した者をいう。

（募集要項の作成）

第３条 協議会はコンペを実施しようとするときは、次に掲げる事項を記載した募集要

項を作成するものとする。

（１）コンペの実施の趣旨に関すること。

（２）コンペに応募することができる者の資格に関すること。

（３）コンペへの応募の手続に関すること。

（４）募集要項の内容についての質疑の手続に関すること。

（５）応募に関する図書（以下「応募図書」という。）の種類及び著作権の帰属、提出し

た応募図書の取扱方法等に関すること。

（６）応募に要する費用に関すること。

（７）当選者の選定の方法及び発表に関すること。

（８）前各号に掲げるもののほか、コンペの実施に必要な事項

（募集期間）

第４条 協議会は、募集期間として、コンペの募集を開始した日から起算して 14日以

上の期間を設けるものとする。

（質疑の通知）

第５条 協議会は、第３条第４号の質疑の内容がコンペに応募しようとする者に周知し

なければならないものであると認めるときは、当該者全員にその内容を通知するもの

とする。



（応募図書）

第６条 コンペに応募しようとする者は、協議会が別に定める期限までに、応募図書を

提出しなければならない。

２ 応募図書の著作権は、応募者に帰属するものとする。

３ 応募図書は非公開とする。

４ 協議会は、提出された応募図書を応募者に返却しないものとする。

（審査委員会の設置）

第７条 協議会は、応募者のうちから業務を委託する相手方を選定するため、審査委員

会を設置する。

２ 審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

（当選者の決定）

第８条 協議会は、審査委員会の審査の結果に基づき、当選者を決定するものとする。

（当選者の通知）

第９条 協議会は、前条の規定による決定をしたときは、応募者全員に当選の可否を文

書で通知するものとする。

（事務の所掌）

第 10 条 この要領の実施に関する事務は、兵庫県阪神北地域ツーリズム振興協議会事

務局が所掌するものとする。

（補則）

第 11 条 この要領に定めるもののほか、コンペの実施に関して必要な事項は、兵庫県

阪神北地域ツーリズム振興協議会会長が別に定める。

 附 則

この要領は、令和８年３月９日から施行する。


